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■ご利用料金■                             令和 1年 10月 1日改訂 

ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）と 

食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。（サービスの利用料金はご契約者の要介護度に 

応じて異なります。） 

 

《短期入所生活介護費（非課税）》 

1割負担の方 
1日金額 

介護報酬 食事 居住費 計 

利用者負担

第一段階 

要介護１ 910 

300 820 

2,030 

要介護２ 991 2,111 

要介護３ 1,079 2,199 

要介護４ 1,160 2,280 

要介護５ 1,242 2,362 

利用者負担

第二段階 

要介護１ 910 

390 820 

2,120 

要介護２ 991 2,201 

要介護３ 1,079 2,289 

要介護４ 1,160 2,370 

要介護５ 1,242 2,452 

利用者負担

第三段階 

要介護１ 910 

650 1,310 

2,870 

要介護２ 991 2,951 

要介護３ 1,079 3,039 

要介護４ 1,160 3,120 

要介護５ 1,242 3,202 

利用者負担

第四段階 

要介護１ 910 

1,392 2006 

4,308 

要介護２ 991 4,389 

要介護３ 1,079 4,477 

要介護４ 1,160 4,558 

要介護５ 1,242 4,640 

2割負担の方 
1日金額 

介護報酬 介護報酬 食事 居住費 

世帯内の方

が市町村民

税を課税さ

れている方 

要介護１ 1,821 

1,392 2006 

5,219 

要介護２ 1,982 5,380 

要介護３ 2,158 5,556 

要介護４ 2,321 5,719 

要介護５ 2,484 5,882 

3割負担の方 
1日金額 

介護報酬 介護報酬 食事 居住費 

世帯内の方

が市町村民

税を課税さ

要介護１ 2,731 

1,392 2006 

6,129 

要介護２ 2,973 6,371 

要介護３ 3,237 6,635 
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れている方 要介護４ 3,482 6,880 

要介護５ 3,727 7.125 

 

《介護予防短期入所生活介護費（非課税）》 

1割負担の方 
1日金額 

介護報酬 食事 居住費 計 

第一段階 
要支援１ 6３９ 

300 820 
1,759 

要支援２ 788 1,908 

第二段階 
要支援１ 6３９ 

390 820 
1,849 

要支援２ 788 1,998 

第三段階 
要支援１ 6３９ 

650 1310 
2,599 

要支援２ 788 2,748 

第四段階 
要支援１ 6３９ 

1,392 2006 
4.037 

要支援２ 788 4,186 

2割負担の方 1日金額 

要支援１ 1,279 
1,392 2006 

4,677 

要支援２ 1,577 4,975 

3割負担の方 1日金額 

要支援１ 1,919 
1,392 2006 

5,317 

要支援２ 2,366 5,764 

 

介護報酬には下記の加算が含まれています。 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6単位 

機能訓練体制加算 12単位 

看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位 

看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位 

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ 20単位 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 1月総単位の 8.3％ 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 1月総単位の 2.3％ 

 

以下の加算料金をいただく場合がございます。 

個別機能訓練加算 56単位 

医療連携強化加算 58単位 

緊急短期入所受入加算 90単位 

若年性認知症利用者受入加算 120単位 

療養食加算 1食 8単位 

生活機能向上連携加算 月 100単位 

送迎加算 片道 184単位 
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《その他の費用》 

教養娯楽費（税込み） 30円／日 

理美容サービス 実費 

個別の食事・福祉用具の費用 実費 

 

 

 

《居住費及び食費の負担限度額》 

介護保険（特定）負担限度額認定証の交付を受けておられる方は、認定証に記載されている限度額を適応

いたします。 

 

《費用の改定について》 

食事代の標準自己負担額について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は該当サービス利用料

金を変更することができるものとします。 

サービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、利

用者に対して、事前に説明をした上で、相当な額に変更することができるものとします。 

利用者は上記の変更に同意することができない場合には、契約を解除することができます。 

 

 


